
薩摩川内市告示第２３１号 

薩摩川内市森林吸収源拡大推進事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 

 

薩摩川内市長  田 中 良 二  

 

薩摩川内市森林吸収源拡大推進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例（平成１８年薩摩川内市条例

第４０号。以下「条例」という。）第４条第１項の規定に基づき、及び条例を

実施するため、薩摩川内市森林吸収源拡大推進事業補助金（以下「補助金」と

いう。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（交付の目的） 

第２条 市長は、森林を所有する者の森林経営の意欲向上を図り、再造林又は拡

大造林への取組を促進することにより、地球温暖化の原因である温室効果ガス

の排出を削減するため、予算の範囲内において補助金を交付する。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。 

⑴ 市内に森林を所有する者又は事業者 

⑵ 鹿児島県造林事業補助金交付要綱等に基づく事業（以下「県補助事業」と

いう。）を活用した０．１ヘクタール以上の再造林又は拡大造林（以下「再

造林等」という。）であること。 

⑶ 市税等の滞納がないこと。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、再造林等のうち針葉樹の森林１ヘクタールにつき 

１１０，０００円、再造林等のうち広葉樹の森林１ヘクタールにつき 

３０，０００円とする。ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生

じた場合には、これを切り捨てた額とする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助事業者」という。）は、

薩摩川内市森林吸収源拡大推進事業補助金交付申請書（以下「交付申請書」と

いう。）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 再造林等の位置が確認できる書類 

⑵ 再造林等の実測図並びに着工前及び完成写真 

⑶ 県補助事業の補助金交付決定及び交付確定通知書等の写し 

⑷ 市税等の滞納がないことを証明する書類 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 



２ 交付申請書の提出期限は、県補助事業の交付の決定及び交付額の確定の通知

の日の属する年度の翌年度の１１月３０日とする。 

（補助金の交付の決定及び額の確定） 

第６条 市長は、交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補

助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定及び額

の確定を行い、薩摩川内市森林吸収源拡大推進事業補助金交付決定及び交付確

定通知書（以下「決定等通知書」という。）により補助事業者に通知するもの

とする。 

（補助金の交付の請求） 

第７条 決定等通知書を受けた補助事業者（以下「補助金交付決定者」という。）

は、請求書により当該補助金の交付を請求することができる。 

（補助金の交付の決定の取消し又は返還） 

第８条 市長は、交付金交付決定者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、補

交付金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、当該補助

金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を

求めることができる。 

（成果） 

第９条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、再造林又は拡大造林へ

の取組の促進による地球温暖化防止の推進とする。 

（見直しの期間） 

第１０条 補助金に係る条例第４条第１項の市長が定める期間は、３年とする。 

（効果の測定） 

第１１条 補助金に係る条例第４条第２項第１号に定める効果は、この補助金を

交付した再造林等の面積を用いて測定するものとする。 

（補助事業者の責務） 

第１２条 補助金の交付を受けた補助金交付決定者は、本市の森林・林業政策の

円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。 

（関係書類の保管） 

第１３条 補助金交付決定者は、補助金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整

備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して５年を経過する日まで

保管しなければならない。 

（様式） 

第１４条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとす

る。 

（その他） 

第１５条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 

 


